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(57)【要約】
【課題】医療施設内にいる医師と、施設外にいる医師が
、医療施設内で取得した超音波診断画像等の医用画像に
よる診断を、リアルタイムに協議しながら行えるように
支援する。
【解決手段】医療用通信装置１は、医療施設内に設置さ
れている医療施設内機器２と、医療施設内機器２と通信
手段で接続された医療施設外の携帯端末３から成り、医
療施設内に設置する機器は、コミュニケーションサーバ
４、画計測像診断装置５、医師が患者に施す医療行為を
撮影するカメラ６、携帯端末３の使用者である施設外医
師との音声通信を行うためのマイク７とスピーカ８、診
断支援サーバ９、及び医用画像データベースサーバ１０
を備え、医療施設内にいる医師と医療施設外の医師が、
医療施設内で取得した医用画像による診断をリアルタイ
ムに協議することを支援可能とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療施設内に設置されている医療施設内機器と、該医療施設内機器と通信手段で接続さ
れた医療施設外の携帯端末から成る医療用通信装置であって、
　前記医療施設内に設置する機器は、コミュニケーションサーバ、画像計測診断装置、医
師が患者に施す医療行為を撮影するカメラ、携帯端末の使用者である施設外医師との音声
通信を行うためのマイクとスピーカ、診断支援サーバ、及びデータベースサーバを備えて
おり、
　医療施設内にいる医師と医療施設外の医師が、医療施設内で取得した医用画像による診
断をアルタイムに協議することを支援可能とすることを特徴とする医療用通信装置。
【請求項２】
　前記携帯端末は、ＰＤＡ、携帯電話又は小型ＰＣであることを特徴とする請求項１記載
の医療用通信装置。
【請求項３】
　前記通信手段は、インターネット、有線ＬＡＮ又は無線ＬＡＮであることを特徴とする
請求項１又は２記載の医療用通信装置。
【請求項４】
　前記画像計測診断装置は、動画を含む医用画像の計測ができる超音波診断装置、内視鏡
診断装置、Ｘ線画像診断装置、マンモグラフィー診断装置、ＣＴスキャナ診断装置、核医
学診断装置又は磁気共鳴診断装置であることを特徴とする請求項１、２又は３記載の医療
用通信装置。
【請求項５】
　前記診断支援サーバは、医用画像の特徴から病巣候補を検出する手段であることを特徴
とする請求項１～４のいずれか１項に記載の医療用通信装置。
【請求項６】
　前記コミュニケーションサーバは、入力機器が接続され、カルテ記載の患者情報が入力
可能な構成とされていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の医療用通
信装置。
【請求項７】
　前記コミュニケーションサーバは、前記携帯端末から送信されるレイアウト情報に基づ
いて、前記医用画像及び前記カメラで取得したカメラ画像を、定形又は変形されたレイア
ウトで携帯端末に表示可能とするレイアウト画像信号を生成し、携帯端末に送信すること
を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の医療用通信装置。
【請求項８】
　前記携帯端末は、前記画像計測診断装置で取得した医用画像及び前記カメラで取得した
カメラ画像を同時に表示可能であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載
の医療用通信装置。
【請求項９】
　前記携帯端末は、その表示部の全体である主画面に医用画像又はカメラ画像を表示する
とともに、前記表示部の一部である副画面にカメラ画像を表示し、主画面と副画面の表示
画像を切り替え可能な構成としたことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の
医療用通信装置。
【請求項１０】
　前記携帯端末の主画面と副画面の面積比は変更可能であることを特徴とする請求項１～
９のいずれか１項に記載の医療用通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末を利用した医療用通信装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、インターネット等の通信ネットワークが発達している。一方、地方における医師
不足、救急医療の不備及び医療過誤等も社会問題となっている。このような技術的、社会
的背景において、医師、医療機関等が、互いに遠隔地間で、診断等について各種診断材料
をやりとりしてリアルタイムに診断協議できるシステムが要請されている。
【０００３】
　従来、携帯電話を用いて、Ｘ線ＣＴ像などの静止画をダウンロードして表示したり、医
用画像データベース（例．ＫＤＤＩ製のＤＩＣＯＭデータベース）にアクセスできるもの
は知られている。
【０００４】
　また、利用者の血圧データをインターネットを経由しセンターサーバへ送りデータを蓄
積し、そのデータにアクセスした担当医師により診断情報を情報端末装置へ送信しテレビ
に表示し、利用者に健康アドバイス情報、医療診断情報を提供するできる医療診断を行う
システムは知られている（特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２５９５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の携帯電話を用いてアクセスする手段では、超音波のように画
像診断装置で取得された画像を同時に表示することはできず、さらに、画像表示と音声通
話は切り替える方式のため、読影をしながら、音声で指示することはできない、また動画
を表示する場合、データベースから一旦取り込んだ後に表示する方式であるので、表示時
間も短く、さらに、画像の解像度はＱＶＧＡ（３２０×２４０ピクセル）の解像度が限界
である等の不便さがあった。
【０００７】
　また、特許文献１のようなシステムは、あくまでも一般利用者の健康相談に活用される
ものであり、医師同士がリアルタイムで診断内容を協議することはできないものである。
【０００８】
　本発明は、上記従来の問題を解決することを目的とするものであり、病院や診療所など
の医療施設内にいる医師と、出張や勤務外などで施設外にいる医師が、医療施設内で取得
した超音波診断画像等の医用画像による診断を、リアルタイムに協議しながら行えるよう
に支援することを可能とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するために、医療施設内に設置されている医療施設内機器と、
該医療施設内機器と通信手段で接続された医療施設外の携帯端末から成る医療用通信装置
であって、前記医療施設内に設置する機器は、コミュニケーションサーバ、画像計測診断
装置、医師が患者に施す医療行為を撮影するカメラ、携帯端末の使用者である施設外医師
との音声通信を行うためのマイクとスピーカ、診断支援サーバ、及びデータベースサーバ
を備えており、医療施設内にいる医師と医療施設外の医師が、医療施設内で取得した医用
画像による診断をリアルタイムに協議することを支援可能とすることを特徴とする医療用
通信装置を提供する。
【００１０】
　前記携帯端末は、ＰＤＡ、携帯電話又は小型ＰＣであることを特徴とする。
【００１１】
　前記通信手段は、インターネット、有線ＬＡＮ又は無線ＬＡＮであることを特徴とする
。
【００１２】
　前記画像計測診断装置は、動画を含む医用画像の計測ができる超音波診断装置、内視鏡
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診断装置、Ｘ線画像診断装置、マンモグラフィー診断装置、ＣＴスキャナ診断装置、核医
学診断装置又は磁気共鳴診断装置であることを特徴とする。
【００１３】
　前記診断支援サーバは、医用画像の特徴から病巣候補を検出する手段であることを特徴
とする。
【００１４】
　前記コミュニケーションサーバは、入力機器が接続され、カルテ記載の患者情報が入力
可能な構成とされていることを特徴とする。
【００１５】
　前記コミュニケーションサーバは、前記携帯端末から送信されるレイアウト情報に基づ
いて、前記医用画像及び前記カメラで取得したカメラ画像を、定形又は変形されたレイア
ウトで携帯端末に表示可能とするレイアウト画像信号を生成し、携帯端末に送信すること
を特徴とする。
【００１６】
　前記携帯端末は、前記画像計測診断装置で取得した医用画像及び前記カメラで取得した
カメラ画像を同時に表示可能であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載
の医療用通信装置。
【００１７】
　前記携帯端末は、その表示部の全体である主画面に医用画像又はカメラ画像を表示する
とともに、前記表示部の一部である副画面にカメラ画像を表示し、主画面と副画面の表示
画像を切り替え可能な構成としたことを特徴とする。
【００１８】
　前記携帯端末の主画面と副画面の面積比は変更可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　以上の構成から成る本発明に係る携帯端末を利用した医療用通信装置によれば、次のよ
うな効果が生じる。
（１）携帯端末（ＰＤＡ、携帯電話、小型ＰＣ等）で、超音波や内視鏡画像などの動画を
含めた映像を、画像計測と同時にリアルタイムでモニタできるので、ダウンロード後に画
像を表示するのではなく、無線ＬＡＮなどを経由した医療動画のストリーミング送信を実
現可能となる。
【００２０】
（２）画像に患者や医師の手元などの映像をカメラ画像で捉え、医用画像にはめ込んで２
画面を同時送信できるので、リアルタイムで状態を表示でき、原則、表示時間の制限がな
く、従って、手元や患者の様子を見ながらの指示、画像表示を見ながら音声通話での指示
が行える。
【００２１】
（３） データベースサーバを設け、これに医用画像データベース（例．ＫＤＤＩ社製の
ＤＩＣＯＭ）が構築されているので、必要な医用画像を検索することができ、さらに、計
算機診断を行う診断支援サーバともリンク可能であり、病巣の候補の検出や診断等の支援
が可能となり、診断精度や効率の向上となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明に係る携帯端末を利用した医療用通信装置を実施するための最良の形態を実施例
に基づき図面を参照して、以下説明する。
【実施例】
【００２３】
（全体構成）
　本発明に係る携帯端末を利用した医療用通信装置（以下、「医療用通信装置」と言う。
）は、病院や診療所などの医療施設内にいる医師と、医療施設外にいる医師（以下、「施



(5) JP 2008-217294 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

設外医師」と言う。）が、医療施設内で取得した超音波診断画像のような医用画像等を利
用し診断をリアルタイムに協議しながら行えるように支援するシステムである。
【００２４】
　図１は、本発明の医療用通信装置の実施例の全体構成を説明する図であり、この医療用
通信装置１の全体構成は、医療施設内に設置されている医療施設内機器２と、施設外医師
が携帯する携帯端末３とから成る。
【００２５】
（医療施設内機器）
　医療施設内機器２は、コミュニケーションサーバ４、画像計測診断装置５、患者の患部
や医師が患者に施す医療行為等を撮影するカメラ６、施設内医師が施設外医師と音声通信
を行うためのマイク７とスピーカ８、診断支援(Computer-Aided Diagnosis、略称ＣＡＤ
）サーバ９、データベースサーバ１０、表示装置１１等を備えている。
【００２６】
　コミュニケーションサーバ４は、医療施設内機器２の画計測像診断装置５等の他の構成
機器の全てと接続されており、医療施設内機器２内でハブ的機能を行うとともに、携帯端
末３に通信手段を介して接続されている。このコミュニケーションサーバ４には、通常の
キーボード、スキャナなどの入力機器が接続され、カルテ記載情報などの患者に関する情
報（以下、「患者情報」と言う。）が入力可能な構成とされている。
【００２７】
　画計測像診断装置５は、超音波診断装置、内視鏡診断装置、Ｘ線画像診断装置、マンモ
グラフィー診断装置、ＣＴスキャナ診断装置、核医学診断装置、磁気共鳴診断装置等であ
り、これらの画計測像診断装置５により、動画を含む医用画像を取得することができる。
【００２８】
　本実施例では、画計測像診断装置５は、医用画像として超音波画像取得する超音波診断
装置（以下、「超音波診断装置５」とする。）を例にあげて説明する。この超音波診断装
置５は、例えば、コミュニケーションサーバ４にＳ－ビデオ映像信号ケーブルやＲＧＢ映
像信号ケーブル（ＢＮＣ端子）などの映像ケーブルで、接続されている。
【００２９】
　カメラ６は、静止画及び動画を撮影可能なデジタルカメラ、デジタルビディオカメラ、
Ｗｅｂカメラなどが利用される。カメラ６とコミュニケーションサーバ４とは、ＵＳＢな
どの映像信号ケーブルで、接続されており、カメラ６で撮影した画像を伝送する。マイク
７及びスピーカ８と、コミュニケーションサーバ４とは、オーディオケーブルで、接続さ
れている。
【００３０】
　診断支援サーバ９（ＣＡＤサーバ）は、医用画像等の診断データをコンピュータで解析
して病巣の位置やその内容等の解析結果を提供するサーバである。本実施例の診断支援サ
ーバ９は、例えば、超音波診断装置５で取得した医用画像に基づいて、病巣（病気名）の
いくつかの候補の検出を可能とする装置である。
【００３１】
　このような診断支援サーバ９を付加することによって、医師は生の医用画像だけでなく
，高付加価値情報をも診断に活用することが可能となり、診断精度や効率を大幅に向上さ
せることが可能となる。この診断支援サーバ９とコミュニケーションサーバ４の間は、Ｌ
ＡＮケーブルなどで接続されている。
【００３２】
　データベースサーバ１０は記憶装置を有し、この記憶装置に、医用画像、カメラ画像、
音声信号、患者情報、診断支援情報等の各種のデータベースが構築されている。例えば、
データベースサーバ１０は、ＤＩＣＯＭ等の医用画像データベースが構築されており、こ
の医用画像データベースを用いて、所望の医用画像を検索して提供することができる。デ
ータベースサーバ１０とコミュニケーションサーバ４の間は、ＬＡＮケーブルなどで接続
されている。
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【００３３】
（携帯端末）
　コミュニケーションサーバ４と施設外医師が携帯する携帯端末３とは、既設のインター
ネット網、無線ＬＡＮ、または有線ＬＡＮなど、周知の通信手段で接続されている。施設
外医師の携帯端末３は、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistantの略。携帯情報
端末）、モバイルＰＣ、小型ノートＰＣなどのいずれでもよい。
【００３４】
　この携帯端末３は、コミュニケーションサーバ４から医用画像、カメラ画像、診断支援
情報（ＣＡＤ情報）および患者情報を受信するとともに、同時、かつリアルタイムまたは
それに準ずる速度で、これらの画像及び情報などを表示、再生が可能な構成である。
【００３５】
　ＰＤＡにおける表示イメージのレイアウト例を、図２に模式的に示す。図２のレイアウ
ト例では、ディスプレイ全体の主画面１２に医用画像、その左上の副画面１３にカメラ画
像を表示している。そして、このＰＤＡでは、上記の主画面１２と副画面１３の切り替え
が可能な構成とされている。副画面１３の表示サイズは、例えば、主画面１２対副画面１
３が面積比で、例えば、３対１、１対１、１対３などと変更でき、またその位置(左上、
右下など)も変更できる構成とする。
【００３６】
　さらに、主画面１２のみ、または副画面１３のみの切り替え表示も可能な構成としてい
る。また、その切り替えをボタンで、ワンタッチ、あるいはタッチペンのドラッグなど簡
単な操作で行える構成としている。
【００３７】
　また、携帯端末３は、画像の一部を拡大表示する機能を有する構成とし、この拡大対象
部分は「タップした位置（タッチディスプレイをタッチペンで触った位置）を中心とする
領域」あるいは「対角上にドラッグした方形領域」とするなどの簡単な操作により選択可
能とする。
【００３８】
　医用画像に対してタッチペン等による手書きあるいはキーボード入力ができ、その情報
(画像)をコミュニケーションサーバ４に送ることができ、さらに、医用画像に対して距離
や面積のなどの基本的な測定ができるような構成としている。
【００３９】
　また、医療施設内と医療施設外の双方向の音声の再生も、リアルタイムあるいはそれに
準ずる速度で可能な構成としている。音声情報は、施設外の医師が施設内の医師と協議す
るために使用する。ディスプレイを見ながら音声通信が可能となるように、マイク付きヘ
ッドホン１４も使用可能な構成とする。
【００４０】
　なお、携帯端末３における画像表示手段１５は、医用画像診断に耐え、動画や２画面同
時表示などに耐えられる高解像度、高精彩の液晶を用いることが好ましい。
【００４１】
（作用）
　以上の構成から成るこの実施例の医療用通信装置１における全体的な作用を、図１を参
照して、以下に説明する。
【００４２】
　超音波診断装置５で取得される医用画像は、映像ケーブルを介してコミュニケーション
サーバ４に伝送される。カメラ６により施設内医師の診察の様子が撮影され、そのカラー
画像は映像信号ケーブルを介してコミュニケーションサーバ４に伝送される。マイク７及
びスピーカ８の音声信号は音声ケーブルを介してコミュニケーションサーバ４と送受信さ
れる。　　　
【００４３】
　超音波診断装置５で取得され、コミュニケーションサーバ４に伝送された医用画像は、
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診断支援サーバ９に伝送され、病巣の位置など診断を支援するための付加価値情報（以下
、「ＣＡＤ情報」と言う。)が抽出され、医用画像と付加価値情報がコミュニケーション
サーバ４に送信される。また、コミュニケーションサーバ４には、カルテから患者情報が
キーボード、スキャナなどにより入力される。
【００４４】
　医用画像、カメラ画像、音声信号、患者情報および診断支援サーバ情報は、コミュニケ
ーションサーバ４を介してデータベースサーバ１０に伝送され、情報蓄積される。蓄積さ
れた情報は、必要ならば、読み出され医師に参照情報として提示される。
【００４５】
　すでに説明したととおり、施設内のコミュニケーションサーバ４と施設外医師が携帯す
る携帯端末３とは、既設のインターネット網、無線ＬＡＮ、または有線ＬＡＮなど、周知
の通信手段で接続されており、コミュニケーションサーバ４から携帯端末３へは、医用画
像、カメラ画像、診断支援情報および患者情報等が伝送される。
【００４６】
　携帯端末３からコミュニケーションサーバ４へは、コミュニケーションサーバ４を制御
する制御信号が伝送される。制御信号については、次のフローチャートにおいて、その種
類、制御動作等について説明する。
【００４７】
　さらに、コミュニケーションサーバ４と携帯端末３との間では、音声信号の送受信も行
われる。医用画像とカメラ画像は、携帯端末３において、リアルタイムまたはそれに準ず
る速度で再生される。施設内外での音声再生もリアルタイムまたはそれに準ずる速度で可
能である。
【００４８】
（フローチャート）
　図３及び図４は、本発明の実施例の医療用通信装置のコミュニケーションサーバ４及び
携帯端末３における動作をそれぞれ示すフローチャートである。この図３及び図４によっ
て、本発明の実施例の医療用通信装置の上記作用をさらに、詳細に説明する。
【００４９】
コミュニケーションサーバ：
　図３において、コミュニケーションサーバ４における具体的な動作は次のとおりである
。携帯端末３からインターネット（LANその他の通信手段でもよいが、ここではインター
ネットで説明する。）を介して、携帯端末３が送信要求する所望の内容の制御信号を受信
する（図３のイ、ロ参照）。受信した制御信号の内容に応じて次のように動作する。なお
、コミュニケーションサーバ４と携帯端末３との通信が可能なかぎり，制御信号の送受信
は施設間だけでなく同一施設内でも可能なものとする。
【００５０】
（１）制御信号が、通常のレイアウトの画像の送信要求（転送要求）を内容とする場合（
図３のハ参照）
　超音波診断装置５からの医用画像を、またカメラ６から診断の様子を撮影したカメラ画
像をそれぞれコミュニケーションサーバ４に入力し、それらの医用画像及びカメラ画像を
コミュニケーションサーバ４においてデフォルト（予め定められた定型）の画像表示レイ
アウト（通常の画像配置）にして、その医用画像及びカメラ画像をインターネットを介し
て携帯端末３に送信（転送）する（図３のニ参照）。なお、医用画像とカメラ画像を別々
に携帯端末３に伝送し、携帯端末３で表示レイアウトにする構成であってもよい。
【００５１】
（２）制御信号が、レイアウト変更された画像の送信要求を内容とする場合（図３のホ参
照）
　携帯端末３から、コミュニケーションサーバ４が、レイアウトを変更した画像について
送信要求されるとともに、その変更すべきレイアウト情報を受信する（図３のヘ参照）と
、入力した医用画像とカメラ画像を、変更すべきレイアウト情報に従って整形し、レイア
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ウトを変更した医用画像とカメラ画像をインターネットを介して携帯端末３に送信する（
図３のト参照）。
【００５２】
（３）制御信号が、音声通話の開始の場合（図３のチ参照）
　携帯端末３からインターネットを介して受信される音声信号を、コミュニケーションサ
ーバ４を介してスピーカ８に送り、音声として再生し、またマイク７から入力された音声
信号をコミュニケーションサーバ４及びインターネットを介して携帯端末３に送信し、双
方向通話（図３のリ参照）が行われる。
【００５３】
（４）制御信号が、診断支援サーバ９情報の送信要求を内容とする場合（図３のヌ参照）
　コミュニケーションサーバ４は、携帯端末３が送信要求を指定する医用画像を、診断支
援サーバ９に送信し、診断支援サーバ９に画像診断支援に関する情報処理を行わせて、得
られた診断支援情報を受信し（図３のル参照）、インターネットを介して携帯端末３に送
信する（図３のル参照）。
【００５４】
（５）制御信号が、画像データベースの入出力を要求する内容とする場合（図３のヲ参照
）
　携帯端末３からインターネットを介して、画像データベースの入出力を要求する制御信
号を受信する。データベースサーバ１０から、医用画像を読み出し又は蓄積をする（図３
のカ参照）。その他の情報、カメラ画像、音声信号、患者情報、診断支援情報等について
も、そのデータベースの入出力を要求する制御信号がある場合は、同様に、読み出し又は
蓄積をする。
【００５５】
携帯端末：
　図４において、携帯端末３における具体的な動作は次のとおりである。携帯端末３にお
いて制御信号を入力し（図４のイ、ロ参照）、この制御信号をインターネットを介してコ
ミュニケーションサーバ４に送信するが、この送信する制御信号の内容に応じて次のよう
に動作する（図４のロ参照）。
【００５６】
（１）制御信号が、通常のレイアウトの画像の送信要求（転送要求）を内容とする場合（
図４のハ参照）
　通常のレイアウトの医用画像およびカメラ画像の送信要求に応答して、コミュニケーシ
ョンサーバ４からインターネットを介して通常の医用画像およびカメラ画像が送信される
ので、それを受信し、ディスプレイに表示する（図４のニ参照）。
【００５７】
（２）制御信号が、レイアウト変更した画像の送信要求を内容とする場合（図４のホ参照
）
　コミュニケーションサーバ４に、変更すべき画像レイアウトの情報をインターネットを
介して送信（図４のヘ参照）し、このレイアウト情報に従ってコミュニケーションサーバ
４において整形された医用画像（整形画像）およびカメラ画像が、携帯端末３に送信され
るので、それらの画像を受信してディスプレイに表示する（図４のト参照）。　　　　　
　 
【００５８】
（３）制御信号が、音声通話の開始の場合（図４のチ参照）
　コミュニケーションサーバ４において、施設外の医師の携帯端末３からインターネット
を介して受信される音声信号を、コミュニケーションサーバ４を介してスピーカ８に送り
、音声として再生し、またマイク７から入力された音声信号をコミュニケーションサーバ
４及びインターネットを介して携帯端末３に送信し、双方向の音声通話（図４のリ参照）
が行われる。
【００５９】
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（４）制御信号が、診断支援サーバ情報の送信要求を内容とする場合（図４のヌ参照）
　携帯端末３が送信要求を指定する医用画像を診断支援サーバ９に送信し、この送信要求
に対して画像診断支援サーバ９で情報処理して得られた診断支援情報がコミュニケーショ
ンサーバ４からインターネットなどを介して携帯端末３に送信されるので、携帯端末３は
この診断支援情報を受信し、ディスプレイに表示する（図４のル参照）。
【００６０】
（５）制御信号が、画像データベースの入出力を要求する内容とする場合（図３のヲ参照
）
　携帯端末３からインターネットを介して、画像データベースの入出力に関する制御信号
を送信する（図４のワ参照）。
【００６１】
　この送信された制御信号に基づき、データベースサーバ１０から蓄積してある医用画像
（カメラ画像、音声信号、患者情報、診断支援情報等についても同様）を読み出し、イン
ターネットを介して携帯端末３で受信する。あるいは、現在診断中の医用画像（カメラ画
像、音声信号、患者情報、診断支援情報等についても同様）をコミュニケーションサーバ
４に送信し、画像データベースサーバ１０に蓄積させる。
【００６２】
　以上、本発明に係る携帯端末を利用した医療用通信装置を実施するための最良の形態を
実施例に基づいて説明したが、本発明はこのような実施例に限定されるものではなく、特
許請求の範囲に記載された技術的事項の範囲内でいろいろな実施例があることは言うまで
もない。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明に係る携帯端末を利用した医療用通信装置は、通常又は緊急医療における医療施
設と施設外の医師との診断協議に適用できるだけでなく、過疎地の医療施設にコミュニケ
ーションサーバを設置し携帯端末側を大病院側とし、或いはその逆として適用してもきわ
めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施例の全体構成を説明する図である。
【図２】本発明の実施例の携帯端末の一例を模式的に示す図である。
【図３】本発明の実施例のコミュニケーションサーバの動作を説明するためのフローチャ
ートである。
【図４】本発明の実施例の携帯端末３の動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００６５】
　１　医療用通信装置
　２　医療施設内機器
　３　携帯端末
　４　コミュニケーションサーバ
　５　画像計測診断装置
　６　カメラ
　７　マイク
　８　スピーカ
　９　診断支援サーバ
　１０　医用画像データベースサーバ
　１１　表示装置置
　１２　ディスプレイの主画面
　１３　ディスプレイの副画面
　１４　マイク付きヘッドホン
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　１５　画像表示手段　
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